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1  平成4年度障害者施策の概要

平成4年度における政府の障害者対策関係予算は,総額で2兆1,600億円であり,政府一般歳出の5.6%を占め
ている。その内容は表のとおりであり,各省庁においてそれぞれの立場から障害者施策を実施している。

平成4年度障害者対策関係予算の概要
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2  障害者施策の推移

平成4年度の障害者対策関係予算額は,昭和58年度の同予算額(1兆3,629億円)と比較し,1.58倍に伸びてい
る。この間の一般歳出の伸び(1.19倍)と比較すると,伸び率で3倍となっており,障害者関係予算の面からみ
ても,「国連・障害者の十年」の間において,障害者施策の着実な進展がみられたことがわかる。

障害者対策関係予算額の推移

総理府障害者対策推進本部担当室

参事官 中山和之

この十年で「着実に」障害者対策の展開が図られたというのが大方の見方です。障害者対策には,劇的な展開というのはそもそ
もありえないのではないでしょうか。というのも,障害者対策は,人間の心のレベルをもっとも先鋭的に映すリトマス試験紙であ
ると思うからです。心の方は,―科学技術による世界の操作・支配がしばしば劇的な進展を遂げるのと比べて,―恐らく徐々にし
か進歩しないのではないかと思うのです。あるいは心は全く進歩しないのだと悲観的に考える向きもあるでしょうが,今後も,少
しずつ人間の心が進歩し,障害者対策が進展していくことを信じたい気持ちです。
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第2節  障害者をとりまく環境の変化

「国連・障害者の十年」の間に,第1章で紹介した障害基礎年金制度の創設をはじめとするさまざまな制度
の創設・改正が行われるなど,障害者をとりまく環境も変化してきている。ここでは,障害者自身のライフ
ステージに従って,障害者をとりまく環境の変化について,「国連・障害者の十年」の間に実施した施策を
中心にみていくこととする(福祉機器については第4章第2節で,啓発広報及びボランティア活動については
同章第3節で,すべての人々にとって住みやすい総合的なまちづくりについては同章第4節で,それぞれ述べ
ることとする。)。
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1  ライフステージ全体からみた環境の変化

障害者のライフステージ全体からそのとりまく環境の変化を考える際に,障害者自身の生活の視点からみ
ると,生活を支えるサービスや所得の保障,生活の場所,地域へのアクセス等の視点からとらえることができ
る。 

(1)  障害者の生活を支えるサービス等

ア  在宅サービス

障害者ができる限り住み慣れた家庭や地域で生活できるようにする上で,在宅サービスの充実は重要な課
題である。

在宅サービスに関する制度は,「国連・障害者の十年」の間において,次に述べるような整備が図られてき
ている。

身体障害者に関するものについては,まず,昭和59年の身体障害者福祉法の改正により,「すべて身体障害者
は,社会を構成する一員として社会,経済,文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられる」も
のであることが法律上明らかにされ,さらに,平成2年の同法の改正により,ホームヘルプサービス等の在宅
サービスが法律に位置づけられるとともに,身体障害者福祉に係る行政を住民に最も身近な行政主体であ
る市町村で一元的に実施する,などの改正が行われた。

精神薄弱者に関するものについては,平成2年の精神薄弱者福祉法の改正により,ホームヘルプサービス,グ
ループホーム等の事業が法律に位置づけられた。

精神障害者に関するものについては,昭和63年の精神保健法の制定(精神衛生法の改正)により,法律の目的
として「精神障害者の社会復帰の促進」や「精神障害者等の福祉の増進」が規定されるとともに,精神障
害者社会復帰施設が法律に位置づけられた。

このような制度の整備を経ながら,厚生省においては,障害者の態様に応じた各種の在宅サービスの充実を
進めているが,詳しくは,ライフステージごとに,後で述べることとする。 

イ  施設サービス

家庭や地域において生活することが困難な障害者が安心して生活する上で,障害者に対するリハビリテー
ションや職業訓練等を行う施設サービスの充実は重要な課題である。また,通園・通所施設は,在宅サービ
スの機能を有している。

障害者に関する社会福祉施設の状況の変化も,詳しくはライフステージごとに後で述べるが,全体としてみ
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ると,在宅福祉の充実を図る観点から通園・通所施設が整備されるとともに,在宅での介護が困難な重度の
障害者について適切なサービスを提供する観点から,重度障害者施設が着実に整備されるなど,障害者の態
様に応じた施設サービスを提供する体制づくりが進められてきている。

社会福祉施設の状況

ウ  補装具・日常生活用具

補装具及び日常生活用具は,障害者の日常生活や社会生活を支える上で重要な役割を果たしている。

補装具については,厚生省において,一定のものについて交付・修理の基準を示し,公費による給付を行って
いる。昭和58年度においては37品目が給付の対象品目であったが,これまで,電動車いす,挿耳型補聴器,電
動式人工喉頭等を追加してきており,現在57品目を給付対象としている。

補装具給付事業の給付件数(平成3年度)
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また,日常生活用具についても,厚生省において,一定のものについて交付・貸与の基準を示し,公費による
給付を行っている。昭和58年度においては29品目が給付の対象であったが,これまで,重度障害者用意志伝
達装置,視覚障害者用ワードプロセッサー等を追加してきており,現在48品目を給付対象としている。

重度障害者用意志伝達装置

イギリスの理論物理学者ホーキング博士を御存知だろうか。ホーキング博士といってわからなくても,車いすに座りながら,人工
的な音声により,独自の宇宙論を展開する姿を御存知の方は多いのではないだろうか。

ホーキング博士は,そのわずかに動く指先で入力装置を操作して文章を作成し,また,音声合成装置により音声を発生し,講演等を
行っているのである。

このように,手足の機能や言語機能を喪失した人の残存機能による反応をセンサー等により感知して,画面表示,音声等により意志
を伝達する装置が,重度障害者用意志伝達装置である。情報の入力方法としてはホーキング博士のような方法のほかに,まばたき
や呼気で入力する方法がある。

重度障害者用意志伝達装置は,現在,「日常生活用具」として,公的な給付の対象となっている。

(注) 「補装具」とは,義肢,補聴器等の,身体の失われた部位,欠陥のある部分を補って,必要な身体機能を獲得し,あるいは補うため
に用いられる用具である。「日常生活用具」とは,特殊浴槽,点字タイプライター等障害者の生活を容易にするための用具である。

エ  専門従事者

障害者の生活を支えるサービスを実施していく上で,保健医療・福祉についての専門的技術を有する質の
高い人材の確保が不可欠であり,このため,厚生省においては,義手等を製作する義肢装具士や手話通訳士の
資格の制度化を行うとともに,身体の機能回復訓練を担当する理学様法士及び作業療法士や,福祉サービス
を担当する社会福祉士及び介護福祉士等の養成を進めている。

理学療法士及び作業療法士の免許取得者数(各年末)
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社会福祉士及び介護福祉士の登録者数

また,平成4年6月には,「看護婦等の人材確保の促進に関する法律」及び「社会福祉事業法及び社会福祉施
設職員退職手当共済法の一部を改正する法律」が成立するなど,保健医療・福祉サービスに従事する人材
の確保対策が進められている(詳しくは,第2部第1章第3節で述べる。)。 

オ  「障害者の明るいくらし」促進事業

障害者が住み慣れた地域社会の中で自立し,社会に参加できるようにするための基礎的条件づくりを進め
るため,厚生省においては,平成3年度から,従来の障害者社会参加促進事業を「障害者の明るいくらし」促
進事業に改め,都道府県・指定都市が実施するコミュニケーションの確保等(点訳奉仕員,朗読奉仕員の養成
等),移動(自動車運転免許の取得の助成等)等の事業を推進している。 

カ  高齢者保健福祉推進十か年戦略の策定

「高齢者保健福祉推進十か年戦略」は,高齢者の保健・福祉分野において平成2年度から11年度までの10
年間に実現すべき具体的な目標を掲げたものであるが,高齢者サービスのみならず,各種の社会サービスの
普及定着にも大きく寄与してきており,障害者の高齢化が進む中で,「高齢者保健福祉推進十か年戦略」に
よって障害者へのサービスも進展していることに注目すべきである(詳しくは,第2部第1章第2節で述べ
る。)。 

(2)  所得の保障等

ア  年金・手当

昭和61年4月に施行された年金制度の改正において,障害者についての所得保障等を充実する観点から,大
幅な改善が行われた。

まず,全国民共通の障害基礎年金制度が創設され,国民年金や厚生年金保険等の加入期間中に障害者となっ
た場合,あるいは20歳未満で障害者となった者が20歳に達した場合,ともに障害基礎年金が支給されること
となった。これによって,原則としてすべての成人障害者に対して,障害基礎年金が支給されることとなり,
また,従前は国民年金の障害福祉年金を受給していた者についても大幅な支給額の増となり,所得保障の充
実が図られた。

併せて,障害に伴う固有のニーズを考慮して支給される各種の手当等の充実を図る観点から福祉手当制度
が再編成された。在宅の20歳以上の著しい重度の障害者について,その障害による特別の負担の軽減を図
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る一助として特別障害者手当を支給することとし,障害者の所得保障の大幅な改善が行われるとともに,20
歳未満の障害児については,障害児福祉手当が支給されることとなった。

このほかに,20歳未満の障害児の父母等についての特別児童扶養手当があり,障害者の所得保障等の制度は,
図のように改善されてきている。

障害者の所得保障等の制度

また,平成3年度から,20歳以上の学生すべてを年金制度の適用の対象とすることにより,任意加入していな
い学生が障害者になった場合に無年金となることなどの問題の解決を図った。

障害者に関する主な税制上の特別措置
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イ  税制上の措置

障害者の生活を経済的な面から保障するため,税制上もいくつかの特別措置が設けられており,「国連・障
害者の十年」の間にも,同居特別障害者の特別控除の創設(所得税:昭和57年分から適用,住民税:昭和58年
度),身体障害者用物品の非課税化(消費税:平成3年10月実施)等が行われている。 

(3)  住宅の確保

障害者が地域で生活していくためには,障害者の住宅が適切に確保されること等が必要である。建設省に
おいては,障害者の身体的特性に配慮した公営住宅の整備を進めるとともに,公的な融資制度において,障害
者の同居する世帯等に対する割増貸付け等を実施してきている。また,障害者の身体的特性に合わせるた
めに住宅改造を行う場合にも,公的な融資を行っている。

公営住宅の整備・割増貸付け等
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また,厚生省においては,障害者が地域で生活することができるよう,共同で生活する精神薄弱者を援助する
グループホーム事業を平成元年度から,精神障害者を援助するグループホーム事業の実施を平成3年度から
推進し,平成4年度にはそれぞれ400か所,50か所を補助している。また,障害者が自立した生活を営むため
の福祉ホームや通勤寮,援護寮の整備を進めている。

福祉ホーム等の整備状況(平成3年10月)

(4)  地域へのアクセス等

建築物,道路,交通ターミナル等における物理的な障害の除去,情報アクセスやコミュニケーションを容易に
することなどの生活環境面における改善は,障害者が社会に参加する上での基礎的な条件であり,以下で述
べるとおり,「国連・障害者の十年」の間にも着実な改善が進められている。

その結果,現在では,公的機関の設置する建築物や公共交通ターミナル等で新築又は大規模な改築が行われ
るものについては,障害者用設備を整備することが一般的となっている。しかし,民間機関が設置する建築
物や既存の建築物については,まだ十分な改善が行われているとはいえず,全体からみれば,障害者用設備の
整備は部分的にとどまっており,障害者が一人で町を歩くのに十分な状態とはなっていない。なお,情報へ
のアクセスについては,ウで述べるとおり一定の改善がなされつつある。

福祉ガイドマップ
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障害者,中でも車いすの障害者が,まちのなかを移動する場合,障害者用のトイレがどこにあるか,あるいは,段差のない道路はどこ
にあるのか,といった情報があらかじめわかっていれば,大変便利である。

このため,このような情報をガイドマップとして作成している地方公共団体がある。

ア  建築物の構造

国の庁舎については,建設省において,障害者等に配慮した「建築設計基準」を定めており,これに従って整
備を行っている。一方既存施設についても,障害者等への配慮を目的とした高齢者・身体障害者対策施設
整備を積極的に推進している。

また,民間の建築物については,建設省において,「身体障害者の利用に配慮した建築設計標準」の策定等を
行っているほか,身体障害者等の安全で快適な活動を確保するため,バリアフリー化を総合的に配慮した民
間建築物に対し日本開発銀行等による融資を行う「人に優しい建築物整備促進事業(ハートフルビルディ
ング)」を平成4年度から実施している。 

イ  移動・交通対策

交通ターミナルについては,各種ガイドラインに基づいて,エレベーター,エスカレーター,障害者用トイレ,
誘導・警告ブロックの設置,改札口の拡幅,利用しやすい車両の導入等が順次実施されており,鉄道駅のエレ
ベーター,エスカレーター等の設置駅数は,この10年間でおおむね2～3倍に増加してきている。

鉄道駅における設備整備の状況

盲導犬

視覚障害者の目のかわりとなって歩行の安全を助ける盲導犬は,視覚障害者の自立した生活を支える重要な役割を果たしてい
る。

我が国においては,現在,全国で8つの盲導犬訓練施設で年間約80～90頭の盲導犬が育成され,約700頭の盲導犬が稼働している。

盲導犬は,ラブラドール・レトリーバー,ゴールデン・レトリーバー,シェパード等の種のうち,両親ともにおとなしい性質で盲導
犬に適したものの子犬を出生の時から適切に訓練し,しつけられている。子犬は出生2か月後に,ハピーウォーカー(里親)と呼ば
れる一般家庭で1歳になるまで愛情を持って飼育され,生後1年を迎えた犬は,訓練施設に戻され,盲導犬としての適性検査を受け
る。適性検査に合格したものについて,その後,約4～8か月間程度,しつけ,障害物の回避等の訓練が行われ,交通機関の利用,買い
物やレストランの利用時の振舞等が適切に訓練される。訓練の最後は,主人となる視覚障害者の方との合同訓練。この期間に視
覚障害者の方も命令の仕方,えさのやり方,排泄,手入れの方法等の指導を受ける。このように適切に訓練を受けた盲導犬はペット
と違い,レストランやホテル等を汚したり,他人にほえたり,かみついたりすることはない。

盲導犬に対する一般の方々の理解は必ずしも十分ではないが,最近ではレストラン,スーパーマーケットなどで積極的に盲導犬の
受入れを進めているところも出てきている。
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レストランでは,テーブルの下で食事が終わるのを静かに待っています。

道路構造については,視覚障害者誘導用ブロックの敷設,歩道の段差の切り下げ,斜路式立体横断施設の整備
等障害者に配慮した改善が行われてきている。

道路構造の改善状況

また,厚生省において,リフト付き福祉バスの運行,障害者用に改造された自動車への助成等を行うととも
に,ガイドヘルパーの派遣を行うなど,各種の施策を実施している。

さらに,移動・交通に係る経費負担については,鉄道,バス,タクシー,航空等において,一般利用者との均衡等
にも配慮しつつ,必要な軽減措置が講じられてきている。

運輸省運輸政策局

消費者行政課長 浅井 廣志

障害者・高齢者等の方々が目的地まで安全にかつ安心して移動できるように,公共交通機関の整備・充実を図ることが重要な課
題となっています。運輸省においては,障害者・高齢者等の視点に立って,だれもが利用しやすい「人にやさしい交通」の実現を
目指して,国連・障害者の十年」を契機に各種対策を講じてきましたが,今後とも,施設整備ガイドラインの見直し等により,駅等
のターミナル施設の整備や利用しやすい車両の導入などの対策を積極的に推進することとしています。

ウ  情報へのアクセス

障害者に対する情報提供については,厚生省において,点字図書館や字幕付きビデオの貸出し等を行う聴覚
障害者情報提供施設の整備を進めてきている(平成2年の身体障害者福祉法の改正により,こうした情報
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サービスを行う施設が視聴覚障害者情報提供施設として法律に位置づけられている(平成4年12月現在,点
字図書館74か所,聴覚障害者情報提供施設7か所))。また,平成3年度から,日常生活用具給付事業に点字図書
の給付を新設し,視覚障害者は,一般図書の価格相当額の自己負担を行えば点字図書を入手できることと
なった。

点字の歩み

縦三点横二列の六点を一つの単位とする現在の点字は,フランス人,ルイ・ブライユによって考案され,欧米各国に普及した。

日本では,明治20年ごろから官立東京盲唖学校で小西信八校長を中心に点字翻案の研究が始められ,明治23年同校の石川倉次教諭
が点字によるカナ文字システムとして完成している。明治34年4月22日にこの点字は,日本訓盲点字として官報に掲載され,我が
国の点字として認知され,普及している。

明治26年には東京盲唖学校がアメリカから点字製版印刷機を輸入し,明治42年には,点字教科書の出版も始まっている。さらに,
大正4年には,東京盲学校と東京盲人教育会が点字図書の閲覧や貸出を始め,点字図書館の礎ができている。

現在,全国の74の点字図書館に約40万冊の点字図書が蔵書され,多くの視覚障害者に利用されている。

さらに,テレビ等の放送番組においても,文字多重放送(字幕放送を含む。),音声多重放送等障害者に配慮し
た放送番組の充実が図られてきている。

関東地区における字幕放送等の放送時間

一方,コミュニケーションの確保の面では,手話通訳士資格の制度化が行われるなど,手話通訳の充実が図ら
れてきている(平成3年度末現在,手話通訳士432人)。 

エ  防犯・防災対策

障害者が安心して生活するためには,障害者に対する犯罪,事故等の発生を防止するための防犯対策や,地
震,火災等の災害による被害を防ぐ防災対策が適切に実施されていることが必要である。

このため,障害者の側からの警察,消防等への緊急通報手段として,ファックス110番(平成4年12月現在,29都
府県の警察本部に設置)や災害弱者緊急通報システム(平成4年度までに51消防本部に設置)の整備が進めら
れているほか,厚生省において,緊急通報装置を日常生活用具給付事業の対象品目に加えるなど,緊急通報シ
ステムの整備を行っている。また,安全な地域社会の形成を図るための自主防災・防犯組織の整備等地域
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における防災・防犯体制の充実が図られている。 

(5)  保健医療分野における施策

保健医療の面から「国連・障害者の十年」の間における障害者をとりまく環境の変化をみてみると,この
間,国においては,心身障害の発生予防,早期発見及び研究の推進,医療・リハビリテーション医療の推進を
重要課題として取り組んでおり,また,精神保健対策については,精神障害者の人権に配慮した適正な医療の
確保,社会復帰に対する支援等の各種対策を推進している。

「国連・障害者の十年」の間に行われた「心身障害研究」の主なもの

ア  心身障害の発生予防,早期発見及び研究の推進

厚生省においては,地方公共団体において母子保健法に基づき実施されている妊産婦,乳幼児に対する健康
診査や保健指導,1歳6か月児健康診査,先天性代謝異常等検査などの母子保健対策や,心身障害児総合通園セ
ンターにおける診断,療育体制の整備を通じて,心身障害の発生予防,早期発見のための施策を推進してい
る。また,成人については,老人保健法に基づく脳血管障害等成人病予防のための健康診査や健康教育を実
施し,また,脳卒中情報システムの整備を行う,などの対策を進めている。

また,心身障害の発生予防,根本的治療法の確立に向けて,各種の心身障害に関する研究を進めている。

イ  医療・リハビリテーション医療

厚生省においては,各種医療機関における医療・リハビリテーション医療の充実を図ってきている。
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国立身体障害者リハビリテ一ションセンターの歩み

国立身体障害者リハビリテーションセンターは,身体障害者に対し医療から職業訓練までのリハビりテーションを一貫した体系
の下に行うとともに,リハビリテーション技術に関する研究開発やリハビリテーション従事者の養成を実施する総合センターと
して,昭和54年7月発足した。併せて,同一敷地内に国立職業リハビリテーションセンター(労働省所管)が設置され,一体的運営を
行っている。

更生訓練所(定員580人)では,障害者の社会への適応力を養うため職能訓練や生活訓練のほか,はり師・きゅう師等の免許取得の
ための理療教育を行っている。

病院は,当初20床でスタートしたが,翌昭和55年病院棟の完成により100床に増床,さらに平成4年7月の新病棟の竣工とともに150
床に増床された。

研究所は,昭和59年研究所棟の完成とともに整備充実され,福祉機器をはじめ,医学,工学,社会学等の面からリハビリテーション技
術に関する研究開発に取り組んでおり,学院では,リハビリテーション専門職員の養成(5課程・入学定員90人)と15種の研修(年間
約560人)を実施している。

近年は,発展途上国からの研修生の受入れ等国際協力にも大きな役割を担っている。

また,障害者の障害の除去,軽減のための手術等に要する費用については,育成医療の給付(障害児を対象),更
生医療の給付(身体障害者を対象)等の公費による医療の給付を実施している。

育成医様及び更生医療の給付件数の推移

肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設については,障害児について継続的な医療が必要であることか
ら,医療機能をも有した福祉施設として,福祉サービスと保健医療サービスとを合わせて提供している。ま
た,国立療養所においても,進行性筋萎縮症児及び重症心身障害児の入院治療等を行っている。

国立療養所における障害者医療

国立療養所は,重症心身障害児(者),筋ジストロフィー患者をはじめとする各種慢性疾患や難病を担当する専門医療機関として,診
療及び研究機能の充実を図ってきたが,適切かつ効率的な医療供給体制の確立という国民的課題の中で,国立医療機関としてふさ
わしい役割を積極的に果たすことが求められている。

このような中で,国立療養所は重症心身障害児(者)についての病床の整備を昭和41年度から開始し,現在,80施設,8,080床を有し,ま
た,筋ジストロフィー患者についての病床の整備を昭和41年度から開始し,現在27施設,2,500床を有するまでに至っており,これ
らの施設を中心に障害者医療の確保及び質の向上が図られてきている。また,成人化対策や重症心身障害児(者)の緊急保護事業
等を重点として各種施策の充実を図ってきている。

一方,研究面においても,昭和43年度から国立療養所重症心身障害者共同研究班が編成され研究を開始した。また,精神・神経疾
患の中核的機関として昭和61年9月に国立精神・神経センターが設置され,重症心身障害児(者),筋ジストロフィー患者の治療及
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び研究に関する拠点の整備が図られ,今日に至っている。

障害児・者に対する主な保健・医療対策

ウ  精神保健対策

精神保健対策については,精神保健法に基づき,精神障害者の人権に配慮した適正な医療を確保するととも
に,精神障害者の社会復帰・社会参加の促進等を図っている。

精神障害者に対する医療については,精神障害者の人権を擁護する観点から,入退院時等において文書によ
り権利等の告知を実施しているほか,都道府県精神医療審査会において入院の必要性等について審査を行
うなど,精神障害者に対する適正な医療の確保を図っている。

また,精神障害者の社会復帰・社会参加を促進するため,精神障害者社会復帰施設等の整備を推進するとと
もに,通院患者リハビリテーション事業,グループホーム事業等の事業の実施を推進している。

さらに,保健所及び精神保健センターにおいては,精神障害者等を対象として精神保健相談等の各種地域精
神保健対策を推進している。
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精神障害者社会復帰施設等の概要
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第1編
第1部  国連・障害者の十年
第3章  「国連・障害者の十年」の間における各種施策の展開
第2節  障害者をとりまく環境の変化
2  子どもの時期における環境の変化

子どもの時期においては,1で述べた事項に加え,障害児の可能性を最大限に伸ばし,将来社会的に自立して
生活していくことができるようにするために適切な教育を行うとともに,障害の早期発見に引き続いた早
期療育として適切な治療,診断訓練等を行うことによって,心身のよりよき発達を促し,社会生活への参加を
図るための適切な育成を行うことが重要であり,これらの面を含めた環境の変化を,以下でみていくことと
する。 

(1)  生活の場の状況

前述の厚生省の調査により,子どもの時期における状況を,生活の場に着目してみると,在宅の障害児が18万
1千人(身体障害児8万1千人,精神薄弱児10万人)であり,一方,施設に入所している障害児が2万6千人(身体障
害児1万1千人,精神薄弱児1万5千人)となっている。 

(2)  在宅の障害児の状況

ア  在宅の障害児の日常生活

在宅の障害児の日常生活について,厚生省の調査により,未就学期とそれ以降とに分けて状況をみることと
する。

未就学期においては,身体障害児は家庭等で日中を過ごしているという「その他」(59.5%)の回答が多く,
精神薄弱児は通園施設(29.3%)又は保育所(25.3%)において日中を過ごしている者が多い。

未就学期の在宅の障害児の日常生活

厚生白書（平成４年版）



就学期においては,身体障害児のうち「障害児のための学校・学級」に通っている者は45.1%,精神薄弱児
のうち「障害児のための学校・学級」に通っている者は89.1%となっている。

就学期の在宅の障害児の日常生活

イ  在宅の障害児に対するサービスの状況

厚生省においては,以下に掲げるように,障害児の態様に応じたサービスの提供を推進している。

まず,障害児の通園施設については,障害児の態様に応じ,難聴幼児通園施設,肢体不自由児通園施設,精神薄
弱児通園施設等が整備されており,平成3年における通園する障害児数は,昭和58年と比較して,10～20%増
加している。また,市町村が通園の場を設けて心身障害児の早期訓練を行う心身障害児通園事業について
も,大幅に増加している(昭和58年177か所,平成4年282か所)。

障害児通園施設の状況

さらに,一定の医学的管理が必要な重症心身障害児についても,重症心身障害児施設に併設した通園モデル
事業施設に通園することにより必要な療育,訓練指導を行う「重症心身障害児通園モデル事業」を,平成元
年度から実施している。

このほか,保育所で行う集団保育が可能な障害児の保育所への通所を支援するとともに,在宅で日中を過ご
す障害児については,ホームヘルパーの派遣等を進めている。 

(3)  施設に入所している障害児の状況

障害児の入所施設は,盲児施設,ろうあ児施設,精神薄弱児施設等,障害児の態様に応じて整備されているが,
障害児数の減少に伴い入所施設数も減少してきている。しかしながら,重症心身障害児施設については,重
度の障害児に対するサービスの充実を図る観点から整備を進めており,平成3年においては,昭和58年と比
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較して,施設数,在所者数とも20%程度増加してきている。

障害児入所施設の状況

(4)  教育の状況

文部省においては,盲,聾,養護学校のいわゆる特殊教育諸学校及び小・中学校の特殊学級を設け,少人数の
学級編制,特別な施設・設備等により,障害の状態や発達段階,特性等に応じたきめ細かな指導を行ってお
り,「国連・障害者の十年」の間においても,施設・設備等のハード面の整備充実,教育内容・方法の改善や
教職員定数の改善,特殊教育担当職員の現職研修の充実等のソフト面の充実等その質的な充実を図ってき
ている。

障害児に対する教育の状況を,文部省の調査によりみると,平成4年5月現在,特殊教育諸学校及び特殊学級に
おいて,16万1千人が特殊教育を受けており,このうち,義務教育段階にある児童生徒は12万4千人である。

特殊教育諸学校及び特殊学級の在学者数(平成4年5月)

また,義務教育終了後の進路については,その能力,適性や障害の状態等に応じて,進学だけでなく,職業訓練
校,福祉施設・授産施設等への入所,就職など多様な進路があるが,文部省の調査による特殊教育諸学校(中
学部)及び中学校特殊学級の卒業生の進路状況からみると,平成4年3月で,73.5%が高等学校等に進学
し,12.1%が就職している。この進学率は,昭和58年3月の57.2%からかなり向上しており,養護学校高等部
の整備等により後期中等教育の機会が拡大されてきていることがわかる。
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特殊教育諸学校(中学部)及び中学校特殊学級卒業者の進路状況

さらに、障害児(者)がその能力,適性等に応じて高等教育に進むための機会についても,視覚障害者・聴覚
障害者を対象とする国立の短期大学を設置したほか,入学試験の実施に当たっては,大学入試センター試験
において点字・拡大文字による出題,試験時間の延長,代筆回答などの措置がとられ,さらに,各大学の入学
試験においても同様な措置がとられるなどの改善が図られている。特殊教育諸学校(高等部)の卒業生の進
路状況をみると,平成4年3月で8.7%が大学等に進学し,34.9%が就職し,56.4%が,多くは無業である「その
他」となっている。

特殊教育諸学校(高等部)卒業者の進路状況

文部省初等中等教育局

特殊教育課長 霜鳥 秋則

文部省では,心身障害児一人一人の障害の状態に応じたきめの細かな教育を行い,その可能性を最大限に伸ばし,可能な限り社会的
な自立を図るため,盲・聾・養護学校及び小・中学校の特殊学級等における教育の充実に努めてきました。

この10年間においても,平成元年の学習指導要領の改訂など教育内容・方法の改善,教職員配置基準の改善,心身障害児に対する
理解認識の促進など,特殊教育の質的充実を図ってきたところです。

今後は,障害の重度・重複化への対応の問題のほか,軽度の障害児に対する通級による指導の充実,学習障害などの新たな課題にも
積極的に取り組んでいこうとしているところです。
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3  成人の時期における環境の変化

成人の時期においては,1で述べた事項に加え,社会の一員として生活していくとの観点から,その能力に適
合する職業に就くこと,スポーツ・レクリエーション等の社会活動に参加していくこと等が重要であり,こ
れらの面での環境の変化を,以下でみていくこととする。

第13回全道ハンディキャップスキー大会（北海道北見市）

障害を持つ人と持たない人とが滑りを競う「第13回全道(全北海道)ハンディキャップスキー大会」が,平成4年2月21日～23日,
三笠宮寛仁親王ご夫妻をお迎えし,約300人の参加者を得て,北見市で開催された。

視・聴覚や四肢などに障害を持った人たちが,それぞれのハンディに応じた補助用具(チェアスキー,アウトリガー(スキー付きス
トック),トランシーバーなど)を用いあるいは伴走者の補助を得て滑走するハンディキャップスキーは,昭和48年カナダからもた
らされたアウトリガーを用い,三笠宮寛仁親王の御指導の下,全国各地で身体障害者のスキー教室が開催されたことに始まってい
る。

競技にはアルペンとクロスカントリーがあり,各参加者が自己申告したタイムと実際に滑ったタイムの差の少なさを競うことに
より,障害を持った人も持たない人も同じ条件で競技ができる。

「心のふれあい都市」を宣言している北見市では,ちょうど国際障害者年に当たる昭和56年にも第3回大会が開催されており,こ
うした行事へのかかわりを通じて地域のボランティア活動が活発化するなど,宣言にふさわしい動きが出てきている。

チェアスキーとアウトリガーによるスキー
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(1)  生活の場の状況

前述の厚生省の調査により,成人の時期における障害者の状況を,生活の場に着目してみると,在宅の障害者
が289万人(身体障害者272万2千人,精神薄弱者16万8千人)であり,一方,施設に入所している障害者が22万
人(身体障害者13万4千人,精神薄弱者8万6千人)となっている。 

(2)  在宅の障害者の状況

ア  在宅の障害者の日常生活

在宅の障害者の日常生活については,在宅,就業,スポーツ等さまざまなものがあるが,ここでは,特に就業と
いう面に着目して,厚生省の調査により,身体障害者,精神薄弱者の順にみていくこととする。

まず,在宅の身体障害者のうち就業している者は70万1千人であるが,このうち65歳未満の者は57万7千人
であり,これは,同年齢層の在宅の身体障害者の42.9%に当たる。

身体障害者の就業率について,障害の程度別にみると,重度の障害である1・2級の障害者の就業率が10%台
と低く,中度・軽度となるにつれ,就業率が高くなっている。また,就業していない理由については,「重
度」,「高齢」及び「病気」の三つで80%強を占めているが,1・2級に該当する重度の障害者の就業してい
ない理由の多くは「重度のため」であり,3～6級に該当する中度・軽度の障害者については,「高齢のた
め」,「病気のため」の割合が大きくなる。

障害の程度別にみた就業状況

障害の程度別にみた不就業の理由
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次に,在宅の精神薄弱児・者については,就業している者は10万人である。

「仕事をしている」と回答した精神薄弱児・者の43.2%は,作業所(通所施設を含む。)で就業しており,こ
れに次いで,22.2%が,正規の職員として就業している。

ただし,最重度又は重度の精神薄弱児・者の多くは作業所(通所施設を含む。)での就業であり,一方,正規の
職員として就業している者の多くは中度又は軽度の精神薄弱児・者であり,重度の者と中・軽度の者とは,
就業に関する状況に相違があることに留意する必要がある。 

イ  在宅の障害者に対するサービスの状況

在宅サービスについては,厚生省において,法律に位置づけられているホームヘルプサービス,ショートステ
イ,デイサービス及びグループホーム事業等のほか,就労の機会を得ることが困難な在宅重度障害者等が軽
作業等を行う小規模な通所作業所に対して助成を行う在宅重度障害者通所援助事業(昭和62年度創設),専
任の介助者による介護サービスを提供する身体障害者自立支援事業(平成3年度創設)等の実施を推進して
いる。

また,通所施設については,(4)で述べるとおり,一般雇用が困難な障害者のための授産施設の計画的整備が
進められている。

就労精神薄弱児(者)の就労形態

(3)  施設に入所している障害者の状況

障害者の入所施設は,肢体不自由者更生施設,視覚障害者更生施設等,障害者の態様に応じて整備されてい
る。これらの施設について,平成3年の状況を昭和58年の状況と比較すると,身体障害者関係施設について
は,障害の種類別に設けられている入所施設(更生施設)は減少しているものの,常時介護を必要とする著し
い障害を有する者が入所する身体障害者療護施設及び重度身体障害者更生援護施設については,施設数,入
所者数とも大幅に増えており,それぞれ50%増,30%増となっている。また,精神薄弱者更生施設について
も,施設数,入所者数がともに50%増となっている。

さらに,精神障害者社会復帰施設(精神障害者援護寮)については,昭和63年に初めて法律上位置づけられた
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ことから,他の障害者の施設に比べその数は多くないが,平成元年と比較すると,施設数,入所者数とも増加
している。

このほか,子どもの時期と異なり,成人の時期については,(4)で述べるとおり,一般雇用が困難な者について,
授産施設に入所し,職業訓練を受けるという機会も設けられており,施設数,入所者数とも増加している。

障害者入所施設の状況

「スクラム組んで社会参加にトライ」

岩手県盛岡市にある精神薄弱者更生施設「緑生園」では,20年前から生活指導にラグビーを取り入れている。昭和45年の岩手国
体を契機に,当時の園長で創設者の中野芳幸氏(故人)が「ラグビーを通して体力と精神力を身に着け,社会に出てもひるんだり,し
り込みしないで生きていける人づくりを目指そう」と始めた。

30名の園生は,雨の日も風の日も,うだるような夏の日や凍てつくような冬の日も,年中ほとんど休むことなくラグビーに取り組
んでいる。5月から11月まで,週2回の早朝練習には,県庁や市役所のラグビー好きと園生OBが参加して一緒に汗を流す。

昭和41年施設開設以来,緑生園では200名を超える卒園者を社会に送り出し,そのほとんどが就労による社会参加を果たしてい
る。

こうした実績は,何事につけ,他人を頼らず,己の力をふりしぼって生きていくことや互いに助け合って生きていくことの大事さを
ラグビーを通して学んだ成果でもある。
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(4)  雇用・就業の状況

障害者がその能力に適合する職業に就くことを促進するため,「障害者の雇用の促進等に関する法律」に
おいて,一般民間企業,特殊法人,国,地方公共団体の機関は,次のとおりの雇用率(法定雇用率)以上の割合を
もって身体障害者を雇用しなければならないことが定められている。また,雇用されている精神薄弱者に
ついては,実雇用率の算定に当たり,身体障害者と同様に取り扱うことができることとされている。

法定雇用率

また,この雇用率制度及び障害者の雇用に積極的な企業を助成する雇用納付金制度については次のような
改正が行われてきている。

障害者の雇用の促進等に関する法律の改正経過(雇用率制度・雇用納付金制度関係)

労働省の調査により,平成4年6月の障害者の雇用状況をみると,1.6%の雇用率が適用される一般の民間企業
(常用労働者数63人以上規模の企業)においては,雇用されている障害者数は23万人(実雇用率は1.36%)であ
る。

この他,1.9%の雇用率が適用される特殊法人(常用労働者数53人以上規模の法人)の実雇用率は1.90%,国,地
方公共団体については,非現業的機関の実雇用率は1.98%,現業的機関の実雇用率は2.17%となっている。

民間企業における障害者の雇用状況
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国,地方公共団体における障害者の在職状況

ここまで障害者雇用の現状をみてきたが,次に,一般の民間企業におけるこの「国連・障害者の十年」の間
の障害者雇用の環境の変化をみることとする。

まず,雇用されている障害者数は増加し,実雇用率も,昭和58年の1.23%から平成4年には1.36%と増加し,着
実に改善されているが,法定雇用率とはなお隔たりのある状況となっている。

また,法定雇用率を達成している民間企業数は昭和58年の約2万企業から平成4年の約2万7千企業へと増加
しているが,その割合は,50%台前半を推移し,平成4年6月では51.9%となっている。

労働省職業安定局高齢・障害者対策部

障害者雇用対策課長 坂本 由紀子

「国連・障害者の十年」の最終年に当たる平成4年,重度障害者対策,精神薄弱者・精神障害者対策の一層の充実・強化を図るた
め,障害者雇用促進法が改正されました。また,ILO第159号条約が批准されました。

障害者の雇用状況は,平成4年においては1,36%と近年にない伸びを示し,障害者の雇用状況は改善されつつありますが,きめ細か
な職業リハビリテーションの実施,職場定着の促進等障害者雇用対策を積極的に推進していくこととしています。

また,地域レベルにおける職業リハビリテーションの実施とともに,通勤・住宅等の職業生活環境の整備が重要な課題となってお
り,福祉行政等関係省庁との連携を図りながら施策の充実に努めていきたいと考えています。

一般の民間企業における障害者数及び実雇用率の推移
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一方,一般雇用が困難な者に対する施策としては,厚生省において,授産施設,福祉工場の計画的整備等を進
めてきており,平成3年における整備状況を昭和58年と比較すると,身体障害者通所授産施設が3倍近く増加
したことをはじめとして,在(通)所者が増加していることがわかる。なお,平成3年度から,精神障害者入所
授産施設の整備が開始されている。

授産施設・福祉工場の整備状況

(5)  スポーツ・レクリエーション及び文化活動

障害者がスポーツ・レクリエーション及び文化活動といった社会活動に参加する機会を確保していくこ
とは,障害者の社会参加の促進にとって重要であるだけでなく,障害に対する社会の理解を得るための啓発
広報活動としても重要である。また,これらの活動は,障害者の生活を豊かにするものである。この「国
連・障害者の十年」の間にも,東京オリンピックを契機として始められ,平成4年で28回目を迎えた全国身
体障害者スポーツ大会(平成4年は山形県で開催),国際障害者年を記念して開催され平成4年で12回目を迎
えた大分県の車いすマラソン,平成4年に我が国で初めて開催された全国精神薄弱者スポーツ大会(ゆうあ
いピック)など,各種の障害者を対象としたスポーツ大会が開催されているほか,関係省庁においても障害者
が利用しやすいスポーツ,レクリエーション施設の整備が進められている。また,障害者の文化活動の振興
もさまざまな形で行われている。

大分国際車いすマラソン大会
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本大会は1981年の国際障害者年を記念し,第1回大会が開催されたもので,平成4年11月1日には世界30か国・地域から430名の車
いすランナーの参加のもと12回目の大会が開かれた。

大会は,障害者の相互理解と社会参加の促進を図ることを目的に開催され,参加選手もアメリカ,ヨーロッパの強豪のみならず,ア
ジア南太平洋近隣諸国の車いすランナーなど多岐にわたり,現在ではその大会規模,記録とも世界トップレベルの国際車いすマラ
ソン大会であり,大分の秋を飾る一大イベントでもある。

本大会へ出場することは,国内外の車いすランナーの大きな目標となっており,自己の能力の限界と記録への挑戦を目指し力強く
疾走する車いすランナーの姿は多くの人たちに限りない感動を与え,障害を持つ人々に勇気と希望をもたらしてきた。

大会はたくさんの企業,団体及び個人からの協賛金,寄付金に支えられ,約2,000名のボランティアの協力を得て運営されている。
また,大会を通じ培われた友情とふれあいの輪が世界中に広がっている。

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（平成４年版）



  

第1編
第1部  国連・障害者の十年
第3章  「国連・障害者の十年」の間における各種施策の展開
第2節  障害者をとりまく環境の変化
4  国際協力の進展

国際社会の一員として,障害者福祉の分野においても積極的に国際協力を推進していくため,政府レベルで
は国際協力事業団(JICA),（社）国際厚生事業団(JICWELS)等による研修員の受入れ,専門家の派遣,中国身体
障害者リハビリテーション研究センター等プロジェクト方式技術協力等を実施してきており,例えば
（社）国際厚生事業団(JICWELS)は,昭和58年の設立以来毎年アジア諸国社会福祉行政官研修を行ってお
り,10年間で15か国144人の研修員を受け入れている。また,民間レベルでは,リハビリテーション・イン
ターナショナル(RI),障害者インターナショナル(DPI),世界ろう連盟(WFD),世界盲人連合(WBU),日米障害者
会議等の民間団体間の各種の国際交流・協力が行われてきている。

第一回全国ボテンティアフェスティバルの開催

「こころの架け橋 ひと・ふれあい・ボランティア」をテーマに,第一回全国ボランティアフェスティバルが,平成4年10月24,25
日の両日,延べ8万4千人が参加して,兵庫県で開催された。

フェスティバルは障害者の音楽ボランティアグループ「楽団あぶあぶあ」の演奏で幕開け,永年ボランティア活動を行ってきた
功労者等に対する厚生大臣表彰が行われるとともに,ボランティアプラザでは,手話や点字,朗読奉仕等の体験交流コーナーや,バ
ザーコーナーなどが設置され,歌や手話劇なども披露された。また,国際シンポジウムでは,日,英,米,独の代表が,福祉社会創造に
おけるボランティアの役割やボランティア活動の課題について活発な議論を展開,ボランティア活動交流研究会では,全国からの
参加者が,日ごろの活動経験を基に,手話・点訳ボランティアなど14のテーマにわたって,熱心に討議が行われた。

ボランティア同士が,お互いの経験を語り,交流を深めるこの大会が,全国各地でのボランティア活動の輪を一層広げる契機となる
ことが期待される。

また,国際連合や各種の国際的な非政府機関を中心として,障害者問題についての行動計画やガイドライン
の作成等の取組みが行われており,我が国も積極的に参加している。
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